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中山間地域等直接支払制度の第５期対策では、集落の維持・強化の観点から制度の拡充が図られ、これまでよりもさらに

取り組みやすい制度となっています。 

この制度を有効に活用し、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保、地域の活性化に結びつけて、農用地を守る様々な

取り組みが県内各地で展開されています。 

～ 各集落協定における活動の様子 ～ 
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＊中山間地域等直接支払制度とは？ 

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって

農業生産活動を行う場合に、農用地の傾斜と面積に応じて一定額の交付金を支払う制度のこと（活動期間：１期５年）。交付金は協定参加者の話

合いと合意により、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できる（使途はあらかじめ協定に定めておく必要あり）。 



【山口県岩国市 高木個別協定】地域の特色を活かして守る農地

○ 個別協定で、協定農用地で生産
された農産物の販売を始める。

○ 草刈り作業の省力化等積極的
に作業の効率化を図り、地域の
農地を保全・維持している。

【工夫のポイント】

集落のＰＲ活動と販売促進

取
組
の
内
容

○超超急傾斜農地の保存のため、石積み
の補修や法面管理を行う。
○ 協定農用地で生産される米・そばなどの
販売促進として、HP、ブログ、パンフ
レットなどを作成し、消費者等への周知
を図る。
○ 農産物の加工品を製造し、直売所で販売
し、POPを掲示。

取
組
の
き
っ
か
け

交 付 面 積:3.8ha（田3.4ha、畑0.4ha） 単 価 区 分:体制 協定開始:令和２年度
交 付 金 額:81万円（個人配分のみ） 加算の取組:あり（超急傾斜農地保全管理加算）
協定参加者:1人（農業者1人）

○ 地域にあった集落協定が解散した
ため、一人で活動することを決意。

○ 農地の管理や農業の維持に対応する
ため、「中山間地域等直接支払交付金」
等を活用。

○ 認定農業者になり、市内唯一の個別
協定として農地の保全に取り組んで
いる。

個別協定のきっかけ

【取組地域の概要】
○位置

〇地域の概要
岩国市の西部に位置し、ほぼ全域
が標高200ｍを超える寒暖差が
大きい純農村地帯である。

○主要作物
水稲、そば など

○集落戦略・地域計画の作成状況
集落戦略:令和6年3月作成済
地域計画:話合いを実施中

（別添）令和5年度取組事例・中山間直払
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【下関市 豊浦町中山間協定】土地改良区との連携による広域化の推進
【工夫のポイント】

【広域での共同取組】
○ドローンの導入、オペレーターの育成、
共同防除に向けての体制整備

取
組
の
内
容

取
組
の
き
っ
か
け

交 付 面 積:177ha（すべて田） 単 価 区 分:体制 協定開始:令和２年度
交 付 金 額:2,977万円（個人配分63％、共同37％） 加算の取組:あり（広域化加算）
協定参加者:200人（農業者159人、法人3、非農業者36人）

写真

【取組地域の概要】
○位置 下関市豊浦町（過疎法）

〇地域の概要
東部は連山を擁する山林地帯となって

おり、西部の海岸線までの間に川棚川が
流れ、これらの河川を中心に豊かな水田
地帯が広がる地域である

○主要作物
米、麦、飼料作物、野菜 など

○集落戦略・地域計画の作成状況
集落戦略:令和4年6月作成済
地域計画:話合いを実施中

（別添）令和5年度取組事例・中山間直払

○土地改良区を核に広域統合した
旧豊浦町を対象とする広域協定を設
立
○広域事務局の設置により、各活動
組織の事務負担が軽減され、活動に
専念できるようになった

○構成員の高齢化に伴い、単独での活動継続をためらう組織か
らの相談

高齢化による共同活動への不安

事務を担う後継者の不足

○煩雑な事務処理に事務担当者の負担が増加する中、高齢化も
重なり、事務を担う後継者の確保が困難な組織からの相談
○多面的機能支払と同様の土地改良区による事務受託を望む声

○各活動組織の現状把握
○集落の意向調査
○各集落代表者による検討会

○令和２年に6集落が広域統合し、広域活
動組織が誕生（令和4年に1集落追加）

広域組織の設立に向けた取り組み 広域化、土地改良区との連携による効果

【事務局】
○広域事務局となることにより、各地域
と更なる連携が図れる。
○土地改良区が多面的機能支払の事務局
でもあるため、多面的機能支払の活動
との連携が図れる。
【活動組織】
○土地改良区に事務を委託することによ
り、総会準備や会計処理等の事務処理
が軽減され、活動に専念できる。
○広域化により、他の集落との密な連携
が図れるようになった。

広域組織での取り組み

○土地改良区による事務受託
○広域でのドローン共同利用の体制整備



【阿武町福田中協定】加算を有効的に使って、条件不利な地域の生活を支えている事例
【工夫のポイント】

取
組
の
内
容

現
状
と
課
題

【取組地域の概要】

（別添）令和5年度取組事例・中山間直払
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